
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和  3 年  4 月  1 日　（至）令和  4 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　宮内中央福祉会
（単位：円）

保育事業収入 000,005,112 630,765,012 469,239

経常経費寄附金収入 000,025 002,805 008,11

受取利息配当金収入 000,1 41 689

その他の収入 000,077,4 165,795,4 934,271

事業活動収入計(1) 000,197,612 118,276,512 981,811,1

人件費支出 000,975,251 725,421,251 374,454

事業費支出 000,025,12 244,442,12 855,572

事務費支出 000,152,7 127,446,6 972,606

その他の支出 000,058,2 007,847,2 003,101

事業活動支出計(2) 000,002,481 093,267,281 016,734,1

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 000,195,23 124,019,23 124,913△

施設整備等補助金収入 000,573 000,573 0

施設整備等寄附金収入 0 0 0

施設整備等収入計(4) 000,573 000,573 0

固定資産取得支出 000,050,1 007,589 003,46

施設整備等支出計(5) 000,050,1 007,589 003,46

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000,576△ 007,016△ 003,46△

積立資産取崩収入 000,000,7 000,000,7 0

その他の活動収入計(7) 000,000,7 000,000,7 0

積立資産支出 000,000,43 000,000,43 0

その他の活動支出計(8) 000,000,43 000,000,43 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 000,000,72△ 000,000,72△ 0

予備費支出(10)
0

0
― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 000,619,4 127,992,5 127,383△

前期末支払資金残高(12) 515,525,7 515,525,7 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 515,144,21 632,528,21 127,383△
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勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和  3 年  4 月  1 日　（至）令和  4 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　宮内中央福祉会
（単位：円）

保育事業収益 630,765,012 045,213,612 405,547,5△

経常経費寄附金収益 002,805 0 002,805

その他の収益 680,297 818,046 862,151

サービス活動収益計(1) 223,768,112 853,359,612 630,680,5△

人件費 725,846,951 784,338,251 040,518,6

事業費 244,442,12 122,564,12 977,022△

事務費 127,446,6 331,974,8 214,438,1△

減価償却費 711,455,4 902,141,4 809,214

国庫補助金等特別積立金取崩額 984,802,2△ 719,941,2△ 275,85△

サービス活動費用計(2) 813,388,981 331,967,481 581,411,5

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 400,489,12 522,481,23 122,002,01△

受取利息配当金収益 41 61 2△

その他のサービス活動外収益 007,268,3 026,288,2 080,089

サービス活動外収益計(4) 417,268,3 636,288,2 870,089

その他のサービス活動外費用 007,847,2 026,697,2 029,74△

サービス活動外費用計(5) 007,847,2 026,697,2 029,74△

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 410,411,1 610,68 899,720,1

経常増減差額(7)=(3)+(6) 810,890,32 142,072,23 322,271,9△

施設整備等補助金収益 000,573 000,225,1 000,741,1△

施設整備等寄附金収益 0 000,054 000,054△

特別収益計(8) 000,573 000,279,1 000,795,1△

固定資産売却損・処分損 7 2 5

国庫補助金等特別積立金積立額 000,573 000,225,1 000,741,1△

特別費用計(9) 700,573 200,225,1 599,641,1△

特別増減差額(10)=(8)-(9) 7△ 899,944 500,054△

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 110,890,32 932,027,23 822,226,9△

前期繰越活動増減差額(12) 345,564,5 770,947,51△ 026,412,12

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 455,365,82 261,179,61 293,295,11

基本金取崩額（14） 0 0 0

その他の積立金取崩額（15） 000,000,7 183,496,32 183,496,61△

その他の積立金積立額（16） 000,000,43 000,002,53 000,002,1△

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 455,365,1 345,564,5 989,109,3△
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勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)



第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和  4 年  3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　宮内中央福祉会

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

当年
度末

当年
度末

前年
度末

前年
度末増　　減 増　　減

（単位：円）

流動資産 503,740,14 892,678,73 700,171,3

  現金預金 323,801,82 834,211,91 588,599,8

  事業未収金 821,188,1 068,367,81 237,288,61△

  未収補助金 458,750,11 0 458,750,11

  その他の流動資産 0 0 0

固定資産 004,322,063 990,611,443 103,701,61

基本財産 610,394,791 635,510,002 025,225,2△

  土地 000,009,561 000,009,561 0

  建物 610,395,13 635,511,43 025,225,2△

その他の固定資産 483,037,261 365,001,441 128,926,81

  建物 1 1 0

  構築物 520,886,6 007,000,7 576,213△

  車輌運搬具 1 2 1△

  器具及び備品 837,223,6 569,550,7 722,337△

  ソフトウェア 0 1 1△

  退職給付引当資産 0 572,423,7 572,423,7△

  人件費積立資産 000,000,31 000,000,31 0

  修繕費積立資産 000,412,2 000,412,2 0

  備品等購入積立資産 000,005 000,005 0

保育所施設・設備整備積立資産 916,500,431 916,500,701 000,000,72

流動負債 960,647,53 387,053,03 682,593,5

  事業未払金 251,510,72 000,002,82 848,481,1△

  職員預り金 719,602,1 387,051,2 668,349△

  賞与引当金 000,425,7 0 000,425,7

固定負債 0 005,183,7 005,183,7△

  退職給付引当金 0 005,183,7 005,183,7△

負債の部合計 960,647,53 382,237,73 412,689,1△

純　　資　　産　　の　　部

基本金 564,969,091 564,969,091 0

  第一号基本金 000,058,971 000,058,971 0

  第三号基本金 564,911,11 564,911,11 0

国庫補助金等特別積立金 899,172,32 784,501,52 984,338,1△

その他の積立金 916,917,941 916,917,221 000,000,72

  人件費積立金 000,000,31 000,000,31 0

  修繕費積立金 000,412,2 000,412,2 0

  備品等購入積立金 000,005 000,005 0

保育所施設・設備整備積立金 916,500,431 916,500,701 000,000,72

次期繰越活動増減差額 455,365,1 345,564,5 989,109,3△

  （うち当期活動増減差額） 110,890,32 932,027,23 822,226,9△

純資産の部合計 636,425,563 411,062,443 225,462,12

　資産の部合計 507,072,104 793,299,183 803,872,91 　負債及び純資産の部合計 507,072,104 793,299,183 803,872,91



別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

　

　１． 継続事業の前提に関する注記

　　　　該当なし

 

　２． 重要な会計方針

　 　（１）固定資産の減価償却の方法

　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　・無形固定資産

　　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　 　（２）引当金の計上基準

　　　　・該当なし

 

　３． 重要な会計方針の変更

　　　該当なし

 

　４． 法人で採用する退職給付制度

　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

 

　５． 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

     　　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

    　　（1）宮内中央こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

    　　（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

  　　（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

 

　６． 基本財産の増減の内容及び金額

　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 165,900,000 0 0 165,900,000

建物 34,115,536 0 2,522,520 31,593,016

定期預金 0 0 0 0

合計 200,015,536 0 2,522,520 197,493,016

　７． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　該当なし

 

　８． 担保に供している資産

　　　該当なし

 



　９． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計学及び当期末残高

　　

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 133,275,300 -101,682,284 31,593,016

建物 1,076,850 -1,076,849 1

構築物 9,284,700 -2,596,675 6,688,025

車輌運搬具 102,300 -102,299 1

器具及び備品 32,660,253 -26,337,515 6,322,738

合計 176,399,403 -131,795,622 44,603,781

　１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

    

　　　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 1,881,128 0 1,881,128

未収金 0 0 0

未収補助金 11,057,854 0 11,057,854

合計 12,938,982 0 12,938,982

 

　１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　該当なし

 

　１２．関連当事者との取引の内容

　　　該当なし

 

　１３．重要な偶発債務

　　　該当なし

 

　１４．重要な後発事象

　　　該当なし

 

　１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　　　該当なし

　１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　　及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　 （１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

     （２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

     （３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

     （４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし



別紙２

計算書類に対する注記（宮内中央こども園 拠点区分用）

　

　１． 継続事業の前提に関する注記

　　　　該当なし

 

　２． 重要な会計方針

　 　（１）固定資産の減価償却の方法

　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　・無形固定資産

　　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　 　（２）引当金の計上基準

　　　　・該当なし

 

　３． 重要な会計方針の変更

　　　該当なし

 

　４． 法人で採用する退職給付制度

　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

 

　５． 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

     　　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

    　　（1）宮内中央こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

    　　（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

  　　（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

 

　６． 基本財産の増減の内容及び金額

　　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 165,900,000 0 0 165,900,000

建物 34,115,536 0 2,522,520 31,593,016

定期預金 0 0 0 0

合計 200,015,536 0 2,522,520 197,493,016

　７． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　該当なし

 

　８． 担保に供している資産

　　　該当なし

 



　９． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計学及び当期末残高

　　

　　　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 133,275,300 -101,682,284 31,593,016

建物 1,076,850 -1,076,849 1

構築物 9,284,700 -2,596,675 6,688,025

車輌運搬具 102,300 -102,299 1

器具及び備品 32,660,253 -26,337,515 6,322,738

合計 176,399,403 -131,795,622 44,603,781

　１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

    

　　　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 1,881,128 0 1,881,128

未収金 0 0 0

未収補助金 11,057,854 0 11,057,854

合計 12,938,982 0 12,938,982

 

　１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　該当なし

 

　１２．関連当事者との取引の内容

　　　該当なし

 

　１３．重要な偶発債務

　　　該当なし

 

　１４．重要な後発事象

　　　該当なし

 

　１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　　　該当なし

　１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　　及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　 （１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

     （２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

     （３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

     （４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし




